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令和5年第2回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 
 

令 和 5 年 5 月 1 9 日 

堺市長  永  藤  英  機 

 

議案第 46 号 和解について 

報告第  5 号 損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

報告第  6 号 地方自治法第180条の規定による市長専決処分の報告について 
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議案第 46 号 

 

和解について 

 

請負代金等請求事件及び損害賠償等請求事件について、次のとおり和解する。 

 

1 事件名 

請負代金等請求事件（大阪地方裁判所堺支部 平成 29年（ワ）第 442号）（第 1事件） 

損害賠償等請求事件（大阪地方裁判所堺支部 平成 29年（ワ）第 918号）（第 2事件） 

 

2 和解の相手方 

（1）大阪府堺市東区草尾 458番地 3 

天草建設株式会社 代表取締役 山﨑 和仁（第 1事件原告、第 2事件被告） 

（2）大阪府堺市堺区甲斐町東 4丁 3番 10号 

株式会社岸本建築設計事務所 代表取締役 岸本 準一（第 2事件被告） 

 

3 和解条項 

（1）被告堺市は、原告天草建設に対し、本件請負工事に係る出来高 2176万 6517円（うち

消費税等の額 161万 2333円）と損害賠償債務（追加工事相当額）640万 9850円の合計

2817万 6367円の支払義務があることを認める。 

（2）原告天草建設は、被告堺市に対し、本件請負工事の債務不履行に基づく損害賠償金 

1289万 2002円及び違約金 290万 2845円の合計 1579万 4847円（ただし、100万円の限

度で、被告岸本設計と連帯して）の支払義務があることを認める。 

（3）被告岸本設計は、原告天草建設と連帯して、被告堺市に対し、解決金 100万円の支払

義務があることを認める。 

（4）被告岸本設計は、被告堺市に対し、前号の金員を、令和 5 年 6 月 30 日限り、被告堺

市が指定する方法により支払う。 

（5）原告天草建設と被告堺市は、第 1号の被告堺市の原告天草建設に対する 2817万 6367

円の支払債務と、第 2 号の原告天草建設の被告堺市に対する 1579 万 4847 円の支払債

務から前号で被告堺市が被告岸本設計から支払を受ける 100 万円を控除した残額 1479

万 4847円の支払債務とを、対当額で相殺する。 
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（6）被告堺市は、原告天草建設に対し、第 1号の債務のうち前号による相殺後の残額 1338

万 1520円の支払義務があることを認める。 

（7）被告堺市は、原告天草建設に対し、被告堺市が平成 28年 3月 30日に支出し、原告天

草建設名義の関西みらい銀行大美野支店の普通預金口座（口座番号 1034648）に預託さ

れている前払金 1900万円のうち前号の残債務 1338万 1520 円相当額を原告天草建設の

取得分として認め、原告天草建設が同口座から 1338 万 1520 円の払戻しを受ける方法

により、前号の残債務 1338万 1520円を支払う。 

（8）原告天草建設は、前号の払戻しを受けるのと同時に、被告堺市に対し、前号の前払金

1900万円のうち 561万 8480円を被告堺市が指定する方法で返還する。 

（9）原告天草建設及び被告堺市は、第 7号の支払及び第 8号の返還金の支払について、互

いに協力する。 

（10）原告天草建設は、被告堺市に対する第 1事件のその余の請求を放棄し、被告堺市は、

原告天草建設及び被告岸本設計に対する第 2 事件のその余の請求をいずれも放棄する。 

（11）原告天草建設、被告堺市及び被告岸本設計は、原告天草建設と被告堺市との間、被

告堺市と被告岸本設計との間、原告天草建設と被告岸本設計との間には、第 1事件及び

第 2事件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相

互に確認する。 

（12）訴訟費用は、第 1事件、第 2事件を通じて、各自の負担とする。 
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（議案第 46 号説明資料） 

 

和解について 

 

本市が発注した北部地域整備事務所外壁改修外工事において、当該工事場所に隣接する

新金岡センター保育園敷地内に、アスベストを含有する建材の落下事故が発生したことに

伴い、本市が当該工事に係る原告天草建設株式会社との請負契約を解除したことを不服と

するなどとして、原告天草建設株式会社は平成 29 年 4 月 28 日に本件訴訟を提起し、その

後の請求の拡張を含めて、金 63,638,775円及び支払い済みまで年 6分の割合による金員の

支払を求めた（第 1事件）。 

これに対し、本市は、当該事故による損害賠償として被告天草建設株式会社及び被告岸本

建築設計事務所に対して、金 21,486,671円及び支払い済みまで年 5分の割合による金員の

支払を、並びに契約解除に伴う違約金及び前払金の余剰金として被告天草建設株式会社に

対して、金 14,172,076 円及び支払済みまで年 2.9％の割合による金員の支払を求めて平成

29年 9月 1日に本件訴訟を提起した（第 2事件）。 

その後、大阪地方裁判所堺支部で第 1事件及び第 2事件を併合して審理が続いていたが、

今般、同裁判所から和解案の提示があった。 

当該和解案では、本市は地方公共団体としてアスベストの使用の有無の調査等に係る義

務を免れず、一方天草建設株式会社も建設会社として事前調査義務を免れないなどを理由

として、当該事故に係る責任割合を本市 4割、天草建設株式会社 6割とし、本市による請負

契約の解除も有効であるとしている。また、株式会社岸本建築設計事務所に対しては、アス

ベストの調査義務は認めなかったものの、天草建設株式会社と連帯して一定の解決金の支

払義務があるとしている。 

この内容を検討した結果、これを受け入れ、第 1 事件及び第 2 事件の当事者間の紛争を

早期に解決することは妥当であると認められるので、当該和解案のとおり和解するもので

ある。 
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報告第 5 号 

 

損害賠償の額の決定の専決処分の報告について 

 

地方自治法第 179条第 1項の規定により、次のとおり専決処分したので、これを報告し、

その承認を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［根 拠］ 

  地方自治法第 179条第 3項の規定に基づき議会の承認を得る必要があるため。 
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専決第 547 号 

 

損害賠償の額の決定の専決について 

 

損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分する。 

 

   令和 5年 4月 13日 

 

堺市長  永 藤 英 機 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［専決する理由］ 

    市長において、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らか

であると認めるので、地方自治法第 179 条第 1 項の規定に基づき専決処分をする必要があ

るため。 
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学校事故に係る損害賠償の額を次のとおり定める。 

 

1．損害賠償の額    金 4,144,916円 

 

 

2．損害賠償の相手方  守口市＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                 ＊＊＊＊＊＊＊ 
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（専決第 547 号説明資料） 

 

損害賠償の額の決定について 

 

平成 19年 12月 18日（火）午後 3時 50分ごろ、堺市北区新金岡町 4丁 9番 1号堺市立大泉

中学校グラウンドにおいて、野球部活動中に、部活動外部指導員（以下「指導員」）が、他の部

員にノックをしている際、バットを振りぬいた時にバットが手から離れ、そのバットが指導員

の後方で返球キャッチャ―をしていた相手方の口元に直撃した。相手方の口腔内が切れ、歯が

数本脱落した。 

その後、相手方の治療の確定に伴い、損害賠償の額について金 4,144,916円で合意に至った

もの。 
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報告第 6 号 

 

地方自治法第 180条の規定による市長専決処分の 

報告について 

 

地方自治法第 180条第 1項の規定により、議会において指定された事項について、次のとお

り専決処分したので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［根  拠］ 

    地方自治法第 180条第 2項の規定に基づき議会に報告する必要があるため。 
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 １ 市長の専決事項の指定第１項による専決処分 
 

 (歴史遺産活用部博物館) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

548 5.4.18 18,500 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和 5年 3月 8日（水）

午前 10時 50分ごろ、堺市

堺区百舌鳥夕雲町 2 丁大

仙公園内堺市博物館裏口

駐車場において、学芸課職

員が本市車両を後進させ

ようとしたところ、誤って

前進させ、前方に駐輪して

いた相手方自転車に接触

し、損傷させたもの。 

 

(健康部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

551 5.4.20 117,315 

大阪府富田林市

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

令和 5年 3月 21日(火)

午後 5時ごろ、堺市堺区田

出井町 4‐1堺市立斎場駐

車場において、駐車位置の

アスファルト舗装面が一

部へこんでいたことによ

り、相手方車両が車止めに

接触し、バンパーが脱落破

損したもの。 

 

(住宅部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

546 5.4.13 287,084 

堺市堺区＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

平成30年9月25日（火）

15 時ごろ、堺市堺区＊＊

＊＊＊＊＊＊の歩道を相

手方が歩行中、車止めポー

ルが抜かれた状態になっ

ていた差し込み用の穴に

躓き転倒し、負傷したも

の。 
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(土木部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

549 5.4.18 11,982 
堺市中区＊＊＊

＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和4年10月18日(火)

午後 5 時ごろ、堺市北区

百舌鳥梅町 3丁 24-6地先

において、相手方が自転

車で府道大阪高石線を走

行中、縁石上を通行した

際、破損していた部分で

転倒し、負傷したもの。 

550 5.4.19 14,556 
堺市東区＊＊＊

＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和4年12月26日(月)

午後 6時 25分ごろ、堺市

東区北野田 240-1 地先に

おいて、相手方が市道北

野田 102 号線を歩行中、

破損したポストコーンで

転倒し、負傷及びスカー

トを損傷したもの。 

 

(公園緑地部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

552 5.4.27 90,871 
堺市南区槇塚台

4丁 5-1 

桃 山 学 院 

教 育 大 学 

学 長 

中 野  瑞 彦  

令和 5年 3月 25日(土)

午後 0時ごろ、堺市南区槇

塚台 4 丁 5-2 泉ヶ丘緑道

（槇塚台）において、法面

の樹木 3 本が根返りによ

り倒木していることが判

明し、隣接する相手方のネ

ットフェンスに損傷を与

えたもの。 
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(学校教育部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

19 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

23 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

24 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

25 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

30 5.3.2 4,591 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊    

＊＊＊＊＊＊＊ 

33 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

36 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

38 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

39 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

40 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

41 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

50 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

53 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

62 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

64 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 
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専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

70 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

78 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

82 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

85 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

102 5.3.2 6,679 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

104 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

109 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

111 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

114 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

123 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

15 5.3.2 748 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

136 5.3.2 748 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

137 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

140 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

149 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 



- 16 - 

 

 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

16 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

18 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

27 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

28 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

29 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

35 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

48 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

57 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

58 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

63 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

72 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

76 5.3.2 4,666 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

88 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

96 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

99 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 



- 17 - 

 

 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

100 5.3.2 748 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

95 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

112 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

87 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

115 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

120 5.3.2 4,379 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

121 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

125 5.3.2 5,953 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

128 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

130 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

131 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

133 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

139 5.3.2 8,979 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

144 5.3.2 8,979 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

17 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 



- 18 - 

 

 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

22 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

43 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

44 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

45 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

47 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

49 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

51 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

54 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

56 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

59 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

60 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

61 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

65 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

67 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

69 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 



- 19 - 

 

 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

71 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

73 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

77 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

79 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

81 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

89 5.3.2 2,363 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

90 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

93 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

97 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

98 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

103 5.3.2 2,119 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

105 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

116 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

118 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

122 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 



- 20 - 

 

 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

124 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

132 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

141 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

145 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

146 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

147 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

21 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

26 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

31 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

32 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

34 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

37 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

42 5.3.2 14,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

46 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

52 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 



- 21 - 

 

 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

55 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

66 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

68 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

74 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

75 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

80 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

83 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

84 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

86 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

91 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

92 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

94 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

101 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

106 5.3.2 14,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

107 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 
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専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

108 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことにより、保

護者の財産に損害を与え

たもの。 

 

110 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

113 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

117 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

119 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

126 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

127 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

129 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

134 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

135 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

138 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

142 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

143 5.3.2 16,270 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

148 5.3.2 16,270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 
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専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

20 5.3.2 69 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

外 

＊＊＊＊＊＊＊

外 1 3 3 名 

専決番号 15～149 の各保

護者への損害賠償額に

は、専決番号ごとに記載

している金額のほか、各

保護者に 1 円未満の端数

の金額が生じている。端

数分の金額については、

直接各保護者に賠償する

ことができないため、本

市から学校徴収金を管理

する口座に入金し、当該

学校徴収金口座を精算す

る際、端数分の金額とそ

の他精算に伴い返金する

金額を合わせた上で、各

保護者に返金するもの。 

152 5.3.2 939,574 
岸和田市＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことに伴い、教

職員が立替払したもの。 

151 5.3.2 271,800 

大阪市住吉区＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

150 5.3.2 153,524 

大阪市浪速区日

本橋 5 丁目 5-4 

メルディアキュ

ーブ難波南 6階 

株 式 会 社 

ジェット観光 

代 表 取 締 役 

田 中  茂 男 

堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員

が、令和 2年度から令和 4

年度にわたり、保護者か

ら預かった学校徴収金を

横領したことに伴い、相

手方への支払いが行われ

ていないもの。 

 

 

 

 

 

 



- 24 - 

 

（学校教育部） 

（学校管理部） 

専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

162 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

164 5.3.11 17,001 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

163 5.3.11 16,494 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

165 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

166 5.3.11 19,077 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

167 5.3.11 8,547 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

168 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

169 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

170 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

171 5.3.11 16,027 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

172 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

173 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

174 5.3.11 17,080 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

175 5.3.11 9,315 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

176 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

177 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

518 5.3.11 2,430 
尼崎市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

178 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

179 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

180 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

181 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

182 5.3.11 12,777 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

519 5.3.11 5,029 
河内長野市＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

183 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

184 5.3.11 12,621 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

185 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

186 5.3.11 18,759 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

188 5.3.11 3,202 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

189 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

187 5.3.11 12,621 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

190 5.3.11 9,340 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

191 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

192 5.3.11 25,987 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

193 5.3.11 9,419 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

195 5.3.11 7,517 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

153 5.3.11 9,575 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

194 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

196 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

197 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

198 5.3.11 270 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

199 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

200 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

201 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

202 5.3.11 11,845 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

203 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

204 5.3.11 12,773 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

205 5.3.11 15,440 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

206 5.3.11 7,344 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

207 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

208 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

209 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

210 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

211 5.3.11 19,379 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

212 5.3.11 7,659 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

522 5.3.11 1,339 
京都市山科区＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

213 5.3.11 15,548 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

214 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

215 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

216 5.3.11 7,466 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

217 5.3.11 12,542 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

218 5.3.11 9,419 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

219 5.3.11 6,705 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

220 5.3.11 4,590 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

221 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

222 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

223 5.3.11 18,762 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

225 5.3.11 17,236 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

226 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

227 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

228 5.3.11 1,201 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

229 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

230 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

231 5.3.11 9,340 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

232 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

233 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

234 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

235 5.3.11 14,334 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

236 5.3.11 19,390 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

237 5.3.11 6,129 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

238 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

239 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

240 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

241 5.3.11 16,262 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊   

242 5.3.11 2,129 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

  

243 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

  

244 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊   

245 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

246 5.3.11 22,196 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

  

247 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊   

248 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

249 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊   

250 5.3.11 9,419 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊   
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

251 5.3.11 15,435 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

252 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

253 5.3.11 19,300 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

254 5.3.11 7,833 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

255 5.3.11 12,621 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

256 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

257 5.3.11 26,961 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

258 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

259 5.3.11 9,000 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

260 5.3.11 19,300 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

261 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

262 5.3.11 3,606 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

263 5.3.11 5,813 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

264 5.3.11 10,593 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

265 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

266 5.3.11 3,202 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

267 5.3.11 12,542 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

268 5.3.11 17,080 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

269 5.3.11 7,522 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

271 5.3.11 13,162 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

272 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

273 5.3.11 540 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

274 5.3.11 17,621 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

275 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

276 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

277 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

278 5.3.11 12,621 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

279 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

280 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

281 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

282 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

283 5.3.11 27,581 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

284 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

285 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

286 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

287 5.3.11 810 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

288 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

289 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

290 5.3.11 29,189 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

291 5.3.11 15,444 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

292 5.3.11 9,340 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

293 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

294 5.3.11 18,994 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

295 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

296 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

297 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

298 5.3.11 19,554 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

299 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

525 5.3.11 5,969 
北九州市八幡西

区＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

300 5.3.11 9,340 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

301 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

302 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

303 5.3.11 19,300 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

304 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

305 5.3.11 47,045 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

306 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

307 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

308 5.3.11 2,932 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

309 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

310 5.3.11 12,621 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

311 5.3.11 10,863 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

312 5.3.11 16,262 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

313 5.3.11 9,340 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

314 5.3.11 17,001 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

315 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

316 5.3.11 4,482 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

317 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

318 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

319 5.3.11 1,852 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

320 5.3.11 13,326 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

321 5.3.11 7,658 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

322 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

323 5.3.11 8,371 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

324 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

325 5.3.11 6,905 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

326 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

327 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

328 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

329 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

330 5.3.11 9,340 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

331 5.3.11 16,106 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

332 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

333 5.3.11 8,277 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

334 5.3.11 7,783 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

335 5.3.11 9,956 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

336 5.3.11 11,849 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

337 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

338 5.3.11 17,001 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

339 5.3.11 6,705 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

340 5.3.11 810 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

341 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

342 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

155 5.3.11 22,077 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

343 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

344 5.3.11 15,848 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

527 5.3.11 1,890 
熊本市南区＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

345 5.3.11 33,207 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

346 5.3.11 6,705 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

347 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

348 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

349 5.3.11 1,582 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

350 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

351 5.3.11 4,373 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

352 5.3.11 540 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

353 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

354 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

355 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

356 5.3.11 9,957 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

357 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

358 5.3.11 23,025 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

359 5.3.11 9,419 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

360 5.3.11 16,106 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  



- 35 - 

 

専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

361 5.3.11 9,695 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

362 5.3.11 4,117 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

363 5.3.11 16,091 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

364 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

365 5.3.11 17,001 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

366 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

368 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

369 5.3.11 19,300 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

370 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

371 5.3.11 12,542 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

372 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

373 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

374 5.3.11 12,542 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

375 5.3.11 3,179 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

376 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

377 5.3.11 17,001 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

378 5.3.11 6,684 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

379 5.3.11 1,852 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

380 5.3.11 14,397 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

381 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

382 5.3.11 17,650 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

383 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

384 5.3.11 19,150 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

385 5.3.11 17,001 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

386 5.3.11 22,049 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

387 5.3.11 540 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

388 5.3.11 16,262 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

389 5.3.11 33,451 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

390 5.3.11 11,949 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

391 5.3.11 5,902 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

392 5.3.11 3,202 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

530 5.3.11 6,792 
岡山市中区＊＊

＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

393 5.3.11 12,621 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

394 5.3.11 17,621 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

395 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

396 5.3.11 14,668 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

397 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

398 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

399 5.3.11 11,849 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

400 5.3.11 8,014 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

401 5.3.11 14,348 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

402 5.3.11 7,661 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

403 5.3.11 6,683 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

404 5.3.11 9,419 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

405 5.3.11 16,262 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

406 5.3.11 2,932 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

407 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

408 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

409 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

410 5.3.11 10,150 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

411 5.3.11 9,479 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

412 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

413 5.3.11 1,582 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

414 5.3.11 26,320 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

415 5.3.11 16,002 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

416 5.3.11 26,675 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

417 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

418 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

419 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

420 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

421 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

422 5.3.11 18,494 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

423 5.3.11 9,419 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

424 5.3.11 9,315 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

425 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

426 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

427 5.3.11 8,269 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

428 5.3.11 3,202 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

429 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

430 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

161 5.3.11 1,008 
堺市中区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

431 5.3.11 16,262 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

432 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

434 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

435 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

436 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

437 5.3.11 9,955 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

438 5.3.11 7,787 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

439 5.3.11 3,524 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

440 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

441 5.3.11 9,575 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

442 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

443 5.3.11 7,613 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

444 5.3.11 9,417 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

445 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

446 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

447 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

448 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

533 5.3.11 9,575 

滋賀県愛知郡＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

449 5.3.11 12,777 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

450 5.3.11 16,647 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

451 5.3.11 15,647 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

157 5.3.11 20,080 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

452 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

453 5.3.11 21,730 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

454 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

455 5.3.11 2,932 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

456 5.3.11 540 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

457 5.3.11 19,535 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

458 5.3.11 6,687 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

460 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

461 5.3.11 17,651 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

462 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

463 5.3.11 11,849 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

464 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

465 5.3.11 20,282 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

466 5.3.11 19,275 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

467 5.3.11 17,227 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

468 5.3.11 17,077 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

469 5.3.11 9,960 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

470 5.3.11 9,340 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

471 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

472 5.3.11 1,582 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

473 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

474 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

475 5.3.11 25,311 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

476 5.3.11 9,149 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

477 5.3.11 12,120 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

478 5.3.11 9,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

479 5.3.11 1,816 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

480 5.3.11 7,830 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

481 5.3.11 12,621 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

482 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

483 5.3.11 10,135 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

484 5.3.11 9,340 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

485 5.3.11 6,687 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

486 5.3.11 12,542 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

487 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

488 5.3.11 26,961 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

489 5.3.11 9,340 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

490 5.3.11 14,470 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

537 5.3.11 3,455 小浜市＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊  

491 5.3.11 12,390 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

492 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

493 5.3.11 17,048 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

495 5.3.11 17,621 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

496 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

497 5.3.11 10,863 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

498 5.3.11 2,430 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

499 5.3.11 17,001 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

500 5.3.11 9,960 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

501 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

502 5.3.11 1,575 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

503 5.3.11 1,312 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

504 5.3.11 7,661 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

505 5.3.11 16,647 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

506 5.3.11 12,891 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、保護者から預か

った学校徴収金の返金分を

横領し、また、令和 4年度

において、保護者から学校

徴収金を不正に徴収して横

領したことにより、保護者

の財産に損害を与えたも

の。 

507 5.3.11 3,202 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

508 5.3.11 2,430 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

509 5.3.11 12,812 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 

（学校管理部） 

専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

523 5.3.11 6,120 
大阪狭山市＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、教職員から預か

った学校徴収金の返金分を

横領したことにより、教職

員の財産に損害を与えたも

の。 

531 5.3.11 8,313 
岸和田市＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

515 5.3.11 8,313 

堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

540 5.3.11 8,160 
和泉市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

532 5.3.11 6,120 
高石市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

517 5.3.11 8,058 
堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

156 5.3.11 8,313 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

270 5.3.11 6,120 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

524 5.3.11 8,313 
大阪市生野区＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

529 5.3.11 8,313 

和泉市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

528 5.3.11 6,120 
さいたま市見沼

区＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

520 5.3.11 8,058 
大阪市東淀川区

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

539 5.3.11 6,120 

高石市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  



- 44 - 

 

専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

154 5.3.11 8,313 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 2年度から令和 4年度

にわたり、教職員から預か

った学校徴収金の返金分を

横領したことにより、教職

員の財産に損害を与えたも

の。 

516 5.3.11 153 
堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

526 5.3.11 8,160 

松山市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊ 

433 5.3.11 153 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

512 5.3.11 1,938 
堺市南区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

514 5.3.11 8,313 
堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

513 5.3.11 6,120 
堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

521 5.3.11 2,040 
和泉市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

224 5.3.11 2,193 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

510 5.3.11 2,193 
堺市南区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

534 5.3.11 2,193 

大阪市阿倍野区

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

538 5.3.11 2,193 
泉大津市＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

494 5.3.11 2,193 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

459 5.3.11 1,938 
堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

158 5.3.11 153 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

159 5.3.11 153 
堺市堺区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

535 5.3.11 153 
西宮市＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

536 5.3.11 153 
岸和田市＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  

367 5.3.11 153 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊  

160 5.3.11 153 
堺市中区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊  
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専決 専 決 損害賠償 相手方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

511 5.3.11 932,569 
堺市南区桃山台

1丁23-1 

公益財団法人 

堺 市 学 校 

給 食 協 会 

理 事 長 

橘  健 一 

 堺市立浜寺石津小学校に

おいて、元学校事務職員が、

令和 4 年度において、保護

者及び教職員から預かった

学校徴収金を横領したこと

に伴い、相手方への支払い

が行われていないもの。 

 

(地域教育支援部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

541 5.3.13 874,560 
堺市西区浜寺石

津町中 2丁 3-28 

堺 市 立 

浜寺石津小学校 

P T A 会 長 

菅  由 季 

堺市立浜寺石津小学校

において、元学校事務職員

が、保護者から徴収した

PTA会費のうち、令和 2年

度分、令和 3年度分及び令

和 4 年度分の会費の一部

を PTA 口座に振り込むこ

となく、横領したもの。 

 

(学校管理部) 

専決 専 決 損害賠償 相 手 方 
事件の概要 

番号 年月日 の額(円) 住所又は所在地 氏名又は名称 

542 5.3.31 262,545 
堺市南区＊＊＊

＊＊＊ 
＊＊＊＊＊＊＊ 

令和4年12月23日（金） 

午前 10時 25分ごろ、堺市

立福泉小学校内において、

当該小学校仮設校舎建設

に係る関係業者の従事者

である相手方が駐車して

いた所有自家用車に、木の

枝が落下し、車の屋根など

を損傷したもの。 
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２ 市長の専決事項の指定第３項  
 

（住宅部） 

専決 

番号 

専 決 

年月日 
案件 

債権等及び 

目的の価額 

相 手 方 

住所又は所在地 氏名又は名称 

543 5.4.6 
訴えの提起に

ついて 

堺市西区＊＊＊＊＊

＊＊堺市営＊＊＊＊

＊＊＊＊＊の住宅の

明渡し及び住宅使用

料相当損害金 

堺市西区＊＊＊

＊＊＊ 

堺市営＊＊＊＊

＊＊＊ 

亡 ＊ ＊ ＊ ＊ 

の 相 続 人 

545 5.4.6 
訴えの提起に

ついて 

堺市北区＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊堺市

営＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊の住宅の明渡

し及び住宅使用料相

当損害金 

堺市北区＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

堺市営＊＊＊＊

＊＊＊ 

亡 ＊ ＊ ＊ ＊ 

の 相 続 人 

544 5.4.6 
訴えの提起に

ついて 

堺市北区＊＊＊＊＊

＊＊＊堺市営＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊の

住宅の明渡し及び住

宅使用料相当損害金 

堺市北区＊＊＊

＊＊＊ 

堺市営＊＊＊＊

＊＊＊ 

亡 ＊ ＊ ＊ ＊ 

の 相 続 人 
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及び第４項による専決処分 

 

 

請求等の内容 事件名及び事件の概要 

(1) 堺市西区＊＊＊＊＊＊堺市営＊＊＊

＊＊＊＊＊＊の住宅の明渡しを求める。 

(2) 死亡日の翌日から明渡しに至るまで

の住宅使用料相当額の損害金の支払を

求める。 

(3) 訴訟費用は被告の負担とすることを

求める。 

建物明渡等請求事件 

堺市西区＊＊＊＊＊堺市営＊＊＊＊＊＊＊＊

＊の入居名義人である＊＊＊＊は、令和 4 年 10

月 14 日に死亡し、入居承認は当然に終了したに

もかかわらず、明渡しがなされないまま現在に至

っている。 

このため、同住宅の明渡しを請求するととも

に、明渡しに至るまでの住宅使用料相当額の損害

金の支払を求める訴えの提起を行うもの。 

(1) 堺市北区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

堺市営＊＊＊＊＊＊＊＊＊の住宅の明

渡しを求める。 

(2) 死亡日の翌日から明渡しに至るまで

の住宅使用料相当額の損害金の支払を

求める。 

(3) 訴訟費用は被告の負担とすることを

求める。 

建物明渡等請求事件 

堺市北区＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊堺市営＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊の入居名義人である＊＊＊

は、令和 4 年 7 月 28 日に死亡し、入居承認は当

然に終了したにもかかわらず、明渡しがなされな

いまま現在に至っている。 

このため、同住宅の明渡しを請求するととも

に、明渡しに至るまでの住宅使用料相当額の損害

金の支払を求める訴えの提起を行うもの。 

(1) 堺市北区＊＊＊＊＊＊＊堺市営＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊の住宅の明渡しを求

める。 

(2) 死亡日の翌日から明渡しに至るまで

の住宅使用料相当額の損害金の支払を

求める。 

(3) 訴訟費用は被告の負担とすることを

求める。 

建物明渡等請求事件 

堺市北区＊＊＊＊＊＊＊堺市営＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊の入居名義人である＊＊＊＊は、令和

3年 5月 16日に死亡し、入居承認は当然に終了し

たにもかかわらず、明渡しがなされないまま現在

に至っている。 

このため、同住宅の明渡しを請求するととも

に、明渡しに至るまでの住宅使用料相当額の損害

金の支払を求める訴えの提起を行うもの。 
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